
訪問理美容サービス事業

概要説明会
募 集 期 間

5/14～20は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」 一人ひとりが依存症という病気を正しく理解し、
依存症患者を孤立させないことが、回復の手助けとなります。　0健康推進課 ☎63-3300

0長寿課 ☎56-0631

●温泉スタンドの休止日  5月10日（月）
●月曜日休館（祝日の場合は翌平日）

家具転倒防止事業
0長寿課 ☎56-0631

3次のいずれかに該当する在宅の人。
　●満65歳以上の人のみの世帯
　　（世帯分離の同居者がいる場合は対象外）
　●身体障害者手帳1～2級の人
　●精神障害者保健福祉手帳1～2級の人
　●療育手帳Ａ、Ｂ判定の人
　●介護保険の要介護3～5の人
　※対象者が居住する市内の住宅が対象
G

5必要書類を長寿課に提出。
K 福祉の家の施設情報

0福祉の家 ☎64-6500

　使用料および手数料の適正化に関する方針を策定
し、公共サービスを利用する受益者の費用負担を、算
定方法、行政との負担割合の観点から明確にし、減免
適用を含め統一基準をつくります。

15月9日（日）10：00～
2福祉の家 集会室

5月7日（金）～6月7日（月）

0財政課 ☎５６-０６０６ FAX６３-２１００
　zaisei@nagakute.aichi.jp

使用料・手数料の適正化方針

概要説明会
募 集 期 間

　公契約条例とは、公契約に関する基本方針を定め、
発注者と受注者の責務を明らかにし、公共事業等の品
質の確保、働く人の適正な労働環境の確保を目的とし
て制定するものです。

1５月８日（土）10：00～
2市役所北庁舎2階 第5会議室

５月７日（金）～６月7日（月）

0行政課 ☎５６-０６０５ FAX６３-２１００
　gyosei@nagakute.aichi.jp

長久手市公契約条例の制定

計画等の
閲覧場所

●担当課窓口　●共生ステーション
●市役所西庁舎1階情報コーナー
●まちづくりセンター　●市HP

意見の
提出方法

意見書（任意様式可）に該当箇所・意見・住所・氏名・連絡先を明記し、
担当窓口または郵便、FAX、メールなどで提出
※個別回答はせず、個人情報に留意した形で、市HPなどに公表します。

計画等に対する意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。 みなさん
の意見を反映したよりよい計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。
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　災害時にタンスなどの転倒による被害を防ぐ
ため、家具転倒防止器具の取り付けを行います。

　自力で理美容院に行くことができない在宅の
人に、訪問理美容サービス費用を助成します。
3

　①

　②病院に入院していない人
　③

　□

　□

G

5申請書を長寿課に提出。

A

B

介護保険施設、グループホーム、有料老人
ホームなどの施設に入所していない人

月25日以上の短期入所または宿泊を2か月
以上継続していない人
介護保険の要介護3～5の人で、寝たきり状
態または認知症の所定の状態の人
身体障害者手帳1～2級（内部疾患障がい
を除く）の人
年間4回まで（3か月で1回）1回につき3,000
円を上限に助成。

次の①～③のいずれにも該当する□または□
の人。

A B

タンス、食器棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点ま
で、1点につき、取付作業費全額および器具代
上限1,000円まで補助。

申請は同一世帯につき1回限り。
以前に本事業を利用した人は申請不可。
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